
【２０１９年度】 ２０１９年５月１日現在 

■大学設置基準上必要な専任教員数と現状教員数 
 

学科名 
専任教員数 設置基準で定める教員数 助手 〔ハ〕 備考 

教授 准教授 講師 助教 計 〔イ〕 〔ロ〕    

生活学科 ３ ０ １ １ ５ ５ ― ４ ０ 家政 

幼児教育保
育学科 

７ １ ２ ０ １０ １０ ― ０ ２ 
教育学 
保育学 

ビジネスコミュ
ニケーション学

科 
４ ３ ０ ０ ７ ７ ― ０ １ 経済学 

（小 計） １４ ４ ３ １ ２２ ２２  ４ ３  

〔ロ〕 
（共 通） 

３ ２ ０ ０ ５ ― ５ ０ ０  

地域連携教育 
研究センター 

０ １ ０ ０ １ ― ― ０ ０  

（合 計） １７ ７ ３ １ ２８ ２２ ５ ４ ３  

 
 
〔注意〕 １．上表の〔イ〕とは短期大学設置基準（以下「設置基準」という。）第 22条別表第１の

イに定める学科の種類に応じて定める専任教員数をいう。 
２．上表の〔ロ〕とは設置基準第22条別表第１のロに定める短期大学全体の入学定員に定める専任教

員数をいう。 
３．上表の助手とは、助手として発令されている教職員をいう。 
４．上表の〔ハ〕とは、助手以外の者で短期大学全体もしくは学科等の教育研究活動に直接

従事する職員(事務職員を除く)をいう(例えば副手、補助職員、技術職員など)。 


